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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【公表番号】特表2008-510518(P2008-510518A)
【公表日】平成20年4月10日(2008.4.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-014
【出願番号】特願2007-528022(P2007-528022)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   2/44    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月24日(2008.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植込み型脊柱装置（ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｓｐｉｎａｌ　ｄｅｖｉｃｅ）において
、
　脊柱の第一の椎骨（ｖｅｒｔｅｂｒａ）及び第二の椎骨に沿って伸びる形態とされた脊
柱固定部材（ｓｐｉｎａｌ　ｆｉｘａｔｉｏｎ　ｍｅｍｂｅｒ）（１００）であって、該
脊柱固定部材は、前記脊柱固定部材を前記第一及び第二の椎骨に取付ける取り付け機構を
備える前記脊柱固定部材（１００）と、
　前記脊柱固定部材に接続され且つ前記第一椎骨又は第二椎骨及び第三椎骨間の動きを提
供する切子面（小関節面）置換部材（ｆａｃｅｔ　ｒｅｐｌａｃｅｍｎｔ　ｍｅｍｂｅｒ
）（２００、３００）であって、該切子面置換部材は、該切子面置換部材の少なくとも一
部を前記第三椎骨に取付ける定着機構を備える前記切子面置換部材（２００、３００）と
を備える、植込み型脊柱装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記脊柱固定部材は癒合部材（ｆｕｓｉｏｎ　ｍｅｍｂｅｒ）である装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、
　前記切子面置換部材は、締め止め機構（ｃｌａｍｐｉｎｇ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）によ
り前記脊柱固定部材に接続される装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置において、
　前記締め止め機構は前記切子面置換部材と前記脊柱固定部材との間に調節可能な接続部
を提供する装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置において、
　前記切子面置換部材は、第一の端部及び第二の端部を有するクロスバー（２０５、３０
５、６８２、７７２）を備える装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置において、
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　前記切子面置換部材の定着機構は、前記クロスバーに接続される第一及び第二の骨係合
要素を備える装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置において、
　第一及び第二のアームが、前記第一及び第二の骨係合要素からクロスバーへ伸びている
装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置において、
　前記第一及び第二のアームとクロスバーとの間の接続部が、調節可能である装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の装置において、
　前記クロスバーの第一の端部及び第二の端部間の距離が調節可能である装置。
【請求項１０】
　請求項５に記載の装置において、
　前記切子面置換部材は、更に前記クロスバーの第一の端部及び第二の端部と関節動作可
能である第一及び第二のカップを備える装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置において、
　前記各カップは、前記脊柱固定部材に接続されている装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の装置において、
　前記切子面置換部材は、各カップに接続された骨係合要素を備える装置。
【請求項１３】
　請求項５に記載の装置において、
　前記クロスバーは前記脊柱固定部材に接続されている装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の装置において、
　前記定着機構は第二の脊柱固定部材を備える装置。
【請求項１５】
　植込み型脊柱装置において、
　脊柱の第一の椎骨（ｖｅｒｔｅｂｒａ）及び第二の椎骨に沿って伸びる形態とされた脊
柱固定部材（ｓｐｉｎａｌ　ｆｉｘａｔｉｏｎ　ｍｅｍｂｅｒ）（１００）であって、該
脊柱固定部材は、前記脊柱固定部材を前記第一及び第二の椎骨に取付ける取り付け機構を
備える前記脊柱固定部材（１００）と、
　前記脊柱固定部材に接続され且つ前記第一椎骨又は第二椎骨及び第三椎骨間の動きを提
供する関節形成装置（ａｒｔｈｒｏｐｌａｓｔｙ　ｄｅｖｉｃｅ）（８０４、９０６）で
あって、該関節形成装置は、該関節形成装置の少なくとも一部を前記第三椎骨に取付ける
定着機構を備える前記関節形成装置（８０４、９０６）とを備える、植込み型脊柱装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置において、
　前記脊柱固定部材は癒合部材（ｆｕｓｉｏｎ　ｍｅｍｂｅｒ）である装置。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の装置において、
　前記関節形成装置は、締め止め機構（ｃｌａｍｐｉｎｇ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）により
前記脊柱固定部材に接続される装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の装置において、
　前記締め止め機構は前記関節形成装置と前記脊柱固定部材との間に調節可能な接続部を
提供する装置。
【請求項１９】
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　請求項１５に記載の装置において、
　前記関節形成装置は、第一の端部及び第二の端部を有するクロスバー（２０５、３０５
、６８２、７７２）を備える装置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の装置において、
　前記関節形成装置の定着機構は、前記クロスバーに接続される第一及び第二の骨係合要
素を備える装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の装置において、
　第一及び第二のアームが、前記第一及び第二の骨係合要素からクロスバーへ伸びている
装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の装置において、
　前記第一及び第二のアームとクロスバーとの間の接続部が、調節可能である装置。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の装置において、
　前記クロスバーの第一の端部及び第二の端部間の距離が調節可能である装置。
【請求項２４】
　請求項１９に記載の装置において、
　前記関節形成装置は、更に前記クロスバーの第一の端部及び第二の端部と関節動作可能
である第一及び第二のカップを備える装置。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の装置において、
　前記各カップは、前記脊柱固定部材に接続されている装置。
【請求項２６】
　請求項２４に記載の装置において、
　前記関節形成装置は、各カップに接続された骨係合要素を備える装置。
【請求項２７】
　請求項１９に記載の装置において、
　前記クロスバーは前記脊柱固定部材に接続されている装置。
【請求項２８】
　請求項１５に記載の装置において、
　前記定着機構は第二の脊柱固定部材を備える装置。
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